
 障害福祉サービス等報酬での減算ついて 
 
 
障害福祉サービス等報酬の算定において規定されている減算のうち、令和７年度運営指導

においても引き続き重点的に確認を行う項目は以下のとおりです。 

詳細は中央法規刊行「2024 年版 障害総合支援法事業者ハンドブック 報酬編」第２巻

P.6～をご参照ください。 

なお、減算となる場合には、いずれも各種加算がなされる前の単位数から減算されます。 

 

（１）情報公表対象サービス等情報に係る報告が適切に行われていない場合 

・所定単位数の100 分の 10に相当する単位数、 

もしくは所定単位数の100 分の５に相当する単位数 

・事実が生じた月の翌月から状況が解消されるに至った月まで 

 

（２）業務継続計画の策定等の取り組みが適切に行われていない場合 

・所定単位数の100 分の３に相当する単位数、 

もしくは所定単位数の100 分の１に相当する単位数 

・事実が生じた月の翌月から状況が解消されるに至った月まで 

・令和７年４月以降、減算対象 

 

（３）身体拘束等の廃止・適正化のための取り組みが適切に行われていない場合 

・所定単位数の100 分の 10に相当する単位数、 

もしくは所定単位数の100 分の１に相当する単位数 

・事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで 

 

（４）虐待の防止のための取り組みが適切に行われていない場合 

・所定単位数の100 分の 1に相当する単位数 

・事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで 

（お問合せ先） 

福井市障がい福祉課 サービス係 指定担当 

TEL : (0776)20-5435  

FAX : (0776)-20-5407 

Mail : sfukusi@city.fukui.lg.jp 
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